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                           資料１―１   

地域密着型サービス事業者の指定更新について  

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護  

グループホーム花いちもんめの指定更新について  

１  提案への経緯  

（１）指定の根拠  

地域密着型サービスは介護保険法第７８条の２及び第１１５条の

１２により市町村長が指定する。事業者の指定に当たっては、『流

山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並

びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例』及び『流

山市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関す

る基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例』に規定する指定に係

る基準により判断する。また、介護保険法第７８条の２第７項及び

第１１５条の１２第５項の規定により、あらかじめ地域密着型サー

ビス運営協議会委員の知見を活用し、意見を反映させたうえで指定

するものである。  

（２）申請による提案  

申請日：平成２７年２月２０日  

申請者：特定非営利活動法人  グループホーム花いちもんめ  

    理事長  秋谷  シヅ江  

 

２  今回指定を受けようとする事業所  

（１）事業所  

   流山市東初石３－１０３－６７  

   グループホーム花いちもんめ  

（２）指定期間  平成２７年４月１日から平成３３年３月３１日  

（３）サービスの内容  

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護  
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（４）事業規模  

   定員：９人  

   職員  

   管理者：１人（常勤兼務）  

   計画作成担当者：１人（常勤兼務）  

   介護従事者：１５人  

（常勤専従４人、非常勤兼務１１人）  

（５）施設等  

   木造  延床面積２７３．６８５㎡  

   スプリンクラー消火設備、自動火災報知機、消火器、誘導灯、熱感

知器、煙感知器  

（６）運営  

   料金  

   法定代理受領分：１割負担分  

介護職員処遇改善加算Ⅰ  

医療連携体制加算  

看取り介護加算  

サービス提供体制強化加算Ⅲ  

   法定代理受領以外分：  

   ・食費５０，０００円 /月  

   ・水道光熱費１５，０００円 /月  

   ・家賃７０，０００円～９０，０００円 /月  

   ・日用品その他は実費  
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